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は  

改    正    後  改    正    前  

第 一 条  
第 三 号 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る

第 六 十 四 条 第 二

項 第 三 号 に 規 定 す る 評 価 療 養 次 の 各 号 に 掲  

第 一 条  

第 三 号 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る

第 六 十 四 条 第 二

項 第 三 号 に 規 定 す る 評 価 療 養 次 の 各 号 に 掲  

    

五  医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 二 十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 三

条 の 二 の 十 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け た 者 が 製 造 販 売 し

た 当 該 承 認 に 係 る 医 療 機 器 又 は に 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る も の を 除 使 用 又 は に 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 す る 病 院 若 し く は 診 療 所 又 は 薬 局

に お い て 保 険 適 用 を 希 望 し た 日 か ら 起 算 し て

当 該 医 療 機 器 又 は 体 外 診 断 用 医 薬 品 を 活 用 す る 技 術 の 評 価 に 当

当 該 技 術 と 類 似 す る 他 の 技 術 の を 用 い

た 医 療 の 提 供 の 方 法 そ の 他 の 当 該 技 術 に 関 連 す る 事 項 と 一 体 的

な 検 討 が 必 要 と 認 め ら れ る に 当 他 の 事

項 と 一 体 的 な 検 討 を 要 す る 活 用 し た 医 療 機

器 又 は 体 外 診 断 用 医 薬 品 の 使 用 又 は 支 給 保 険 適 用

を 希 望 し た 日 か ら 起 算 し て 二 年 以 内 や む を 得 な い 事 情 が あ る

場 合 は 三 年 以 内 以 下 同 行 わ れ る も の に 限 り

第 八 号 に 掲 げ る プ ロ グ ラ ム 医 療 機 器 の 使 用 又 は 支 給 を 除

 

五  医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 二 十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 三

条 の 二 の 十 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け た 者 が 製 造 販 売 し

た 当 該 承 認 に 係 る 医 療 機 器 又 は に 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る も の を 除 使 用 又 は に 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 す る 病 院 若 し く は 診 療 所 又 は 薬 局

に お い て 保 険 適 用 を 希 望 し た 日 か ら 起 算 し て

当 該 医 療 機 器 又 は 体 外 診 断 用 医 薬 品 を 活 用 す る 技 術 の 評 価 に 当

当 該 技 術 と 類 似 す る 他 の 技 術 の を 用 い

た 医 療 の 提 供 の 方 法 そ の 他 の 当 該 技 術 に 関 連 す る 事 項 と 一 体 的

な 検 討 が 必 要 と 認 め ら れ る に 当 他 の 事

項 と 一 体 的 な 検 討 を 要 す る 活 用 し た 医 療 機

器 又 は 体 外 診 断 用 医 薬 品 の 使 用 又 は 支 給 保 険 適 用

を 希 望 し た 日 か ら 起 算 し て に 行 わ れ る も の に 限

第 八 号 に 掲 げ る プ ロ グ ラ ム 医 療 機 器 の 使 用 又 は 支 給 を 除  

五 の   

 
五 の   

 

第 二 条  健 康 保 険 法 第 六 十 三 条 第 二 項 第 五 号 及 び 高 齢 者 医 療 確 保 法

第 六 十 四 条 第 二 項 第 五 号 に 規 定 す る 選 定 療 養 次 の 各 号 に 掲 げ

 

第 二 条  健 康 保 険 法 第 六 十 三 条 第 二 項 第 五 号 及 び 高 齢 者 医 療 確 保 法

第 六 十 四 条 第 二 項 第 五 号 に 規 定 す る 選 定 療 養 次 の 各 号 に 掲 げ

 

一 ・ 二   一 ・ 二   



 

三  保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 薬 局 が 表 示 す る 診 療 時 間 又 は 開 局 時 間

以 外 の 時 間 に お け る 診 察 等  

三  保 険 医 療 機 関 が 表 示 す る 診 療 時 間 以 外 の 時 間 に お け る 診 察  

    

十 六  近 視 の 進 行 抑 制 を 効 能 又 は 効 果 医 薬 品 医 療 機 器 等

法 第 十 四 条 第 一 項 又 は 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 承 認

機 器 等 法 第 十 四 条 第 十 五 項 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 十 九 条 の 二

第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 変 更 の 承 認 を 含

を 受 け た 者 が 製 造 販 売 し た 当 該 承 認 に 係 る 医 薬 品 の 支 給  
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は  

改    正    後  改    正    前  

別 表 第 二  

  
厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 評 価 療

び 選 定 療

養 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告

示 第 四 百 九 十 五 号 第 二 条 第

十 五 号 に 規 定 す る 後 発 医 薬 品

に お い て 単 後 発 医
同 号

に 規 定 す る

に お い て 単

処 方 等 又 は 調 剤

に 係 る 療 養  

上 欄 の 療 養 に 係 る 所 定 点 数 か

ら 当 該 療 養 に 係 る 診 療 報 酬 の

算 定 方 法 別 表 第 一 区 分 番 号 Ｆ

２ ０ ０ に 掲 げ る 薬 剤 そ の 他 の

診 療 報 酬 の 算 定 方 法 に 掲 げ る

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 点

数 を 控 除 し た 点 数 当 該 療

養 に 係 る 医 薬 品 の 薬 価

先 発 医 薬 品 の 薬 価 か ら 当 該 先

発 医 薬 品 の 後 発 医 薬 品 の 薬 価

を 控 除 し て 得 た 価 格 に 二 分 の

一 を 乗 じ て 得 た 価 格 を 控 除 し

て 得 た 価 格 を 用 い て 当 該 各 区

分 の 例 に よ り 算 定 し た 点 数 を

加 え た 点 数  
 

別 表 第 二  

  

厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 評 価 療

び 選 定 療

養 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告

示 第 四 百 九 十 五 号 第 二 条 第

十 五 号 に 規 定 す る 後 発 医 薬 品

に お い て 単 後 発 医
同 号

に 規 定 す る

に お い て 単

処 方 等 又 は 調 剤

に 係 る 療 養  

上 欄 の 療 養 に 係 る 所 定 点 数 か

ら 当 該 療 養 に 係 る 診 療 報 酬 の

算 定 方 法 別 表 第 一 区 分 番 号 Ｆ

２ ０ ０ に 掲 げ る 薬 剤 そ の 他 の

診 療 報 酬 の 算 定 方 法 に 掲 げ る

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 点

数 を 控 除 し た 点 数 当 該 療

養 に 係 る 医 薬 品 の 薬 価

先 発 医 薬 品 の 薬 価 か ら 当 該 先

発 医 薬 品 の 後 発 医 薬 品 の 薬 価

を 控 除 し て 得 た 価 格 に 四 分 の

一 を 乗 じ て 得 た 価 格 を 控 除 し

て 得 た 価 格 を 用 い て 当 該 各 区

分 の 例 に よ り 算 定 し た 点 数 を

加 え た 点 数  
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は  

改    正    後  改    正    前  

第 一 の 一 の 三  び

に 療 担 基 準 第 五 条 第 二 項 及 び 第 二 十 六 条 の 四 第 二 項 の 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 額  

第 一 の 一 の 三  び

に 療 担 基 準 第 五 条 第 二 項 及 び 第 二 十 六 条 の 四 第 二 項 の 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 額  

第 一 の 一 の 二 に 規 定 す る 療 養 に 係 る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 評 価

び 選 定 療 養 第 二 条 第 十 五 号 に 規 定 す る 後 発

同 号 に 規 定 す る 新

薬 価 か ら 当 該 先 発 医

薬 品 の 後 発 医 薬 品 の 薬 価 を 控 除 し て 得 た 価 格 に 二 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 価 格 を 用 い て 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 例 に よ り 算 定 し た 点 数 に

十 円 を 乗 じ て 得 た 額  

 

第 一 の 一 の 二 に 規 定 す る 療 養 に 係 る 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 評 価

び 選 定 療 養 第 二 条 第 十 五 号 に 規 定 す る 後 発

同 号 に 規 定 す る 新

薬 価 か ら 当 該 先 発 医

薬 品 の 後 発 医 薬 品 の 薬 価 を 控 除 し て 得 た 価 格 に 四 分 の 一 を 乗 じ て

得 た 価 格 を 用 い て 診 療 報 酬 の 算 定 方 法 の 例 に よ り 算 定 し た 点 数 に

十 円 を 乗 じ て 得 た 額  

 

第 三  療 担 規 則 第 五 条 の の 三 第 一 項 並 び

に 療 担 基 準 第 五 条 の 四 第 一 項 及 び 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 の 選 定 療

養 に 関 し て 支 払 を 受 け よ う と す る 場 合 の 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基

準  

第 三  療 担 規 則 第 五 条 の の 三 第 一 項 並 び

に 療 担 基 準 第 五 条 の 四 第 一 項 及 び 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 の 選 定 療

養 に 関 し て 支 払 を 受 け よ う と す る 場 合 の 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基

準  

一  通 則  一  通 則  

㈠  療 養 適 切 に 行 わ れ る 体 制 が 整 等 保 険 医 療 機 関

及 び 保 険 薬 局 が 特 別 の 料 金 を 徴 収 す る の に ふ さ わ し い も の で

 

㈠  療 養 適 切 に 行 わ れ る 体 制 が 整 等 保 険 医 療 機 関

が 特 別 の 料 金 を 徴 収 す る の に ふ さ わ し い も の で な け れ ば な ら

 

㈡   ㈡   

㈢  患 者 へ の 情 報 提 供 に 資 特 別 の 料 金 等 の 内 容 を 定

又 は 変 更 し よ う と す る 場 合 第 十 三 号 及 び 第 十 四 号 に

規 定 す る 療 養 を 除 地 方 厚 生 局 長 等 に 報 告 す る も の と す

場 合 当 該 報 告 報 告 を 行 う 保 険 医 療 機

関 又 は 保 険 薬 局 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 厚 生 局 長 等 に 対 し て

行 当 該 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 厚 生 局

又 は 地 方 厚 生 支 局 の 分 室 が あ る 場 合 当 該 分 室 を 経 由 し

て 行  

㈢  患 者 へ の 情 報 提 供 に 資 特 別 の 料 金 等 の 内 容 を 定

又 は 変 更 し よ う と す る 場 合 第 十 四 号 に 規 定 す る 療 養

を 除 地 方 厚 生 局 長 等 に 報 告 場 合 に

当 該 報 告 報 告 を 行 う 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 薬 局

の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 厚 生 局 長 等 に 対 し て 行 う も の と す

当 該 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 厚 生 局 又 は 地 方 厚 生

支 局 の 分 室 が あ る 場 合 当 該 分 室 を 経 由 し て 行 う も の と

 



 

 

二  特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 に 関 す る 基 準  二  特 別 の 療 養 環 境 の 提 供 に 関 す る 基 準  

㈠   ㈠   

㈡  特 別 の 療 養 環 境 に 係 る 病 床 数 当 該 保 険 医 療 機 関 の 有 す

る
第 三 項 第 一 号 の 指 定 に 係 る 病 床 に 限 以 下 こ の 号 に お い て

同 数 の 五 割 以 下

厚 生 労 働 大 臣 が 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と し て 承

認 し た 保 険 医 療 機 関 当 該 承 認 に 係 る 病 床 割 合 以

下  

㈡  特 別 の 療 養 環 境 に 係 る 病 床 数 当 該 保 険 医 療 機 関 の 有 す

る
第 三 項 第 一 号 の 指 定 に 係 る 病 床 に 限 以 下 こ の 号 に お い て

同 数 の 五 割 以 下

厚 生 労 働 大 臣 が 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と し て 承

認 し た 保 険 医 療 機 関 当 該 承 認 に 係 る 病 床 割 合 以

下  

    

ホ  医 科 点 数 表 第 １ 章 第 ２ 部 第 １ 節 又 は 歯 科 点 数 表 第 １ 章 第

２ 部 第 １ 節 に 規 定 す る 急 性 期

び 十 対 一 入 院 基 本 料

び 夜 勤 時 間 特 別

入 院 基 本 料 を 除 並 び に 有 床 診 療 所 入 院 基 本 料 の 入 院

基 本 料 １ 又 は 入 院 基 本 料 ４ を 算 定 す る 保 険 医 療 機 関 で あ る

 

ホ  医 科 点 数 表 第 １ 章 第 ２ 部 第 １ 節 又 は 歯 科 点 数 表 第 １ 章 第

２ 部 第 １ 節 に 規 定 す る

基 本 料 及 び

入 院 基 本 料 及 び 夜 勤 時 間 特 別 入 院 基 本 料 を 除 並 び に

有 床 診 療 所 入 院 基 本 料 の 入 院 基 本 料 １ 又 は 入 院 基 本 料 ４ を

算 定 す る 保 険 医 療 機 関  

ヘ ・ ト   ヘ ・ ト   

㈢   ㈢   

三   三   

四  保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 薬 局 が 表 示 す る 診 療 時 間 又 は 開 局 時 間

以 外 の 時 間 に お け る 診 察 等  

四  保 険 医 療 機 関 が 表 示 す る 診 療 時 間 以 外 の 時 間 に お け る 診 察  

㈠  当 該 診 察 等 当 該 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険 薬 局 に お い て 対

面 で 行 患 者 が 当 該 保 険 医 療 機 関 又 は 保

険 薬 局 の 診 療 時 間 又 は 開 局 時 間 以 外 の 時 間 に 診 察 等 を 受 け る

こ と を 希 望 し た 場 合 に の み 認  
㈠  当 該 診 察 当 該 保 険 医 療 機 関 に お い て 対 面 で 行 わ れ る も

患 者 が 当 該 保 険 医 療 機 関 の 診 療 時 間 以 外 の 時 間

に 診 察 を 受 け る こ と を 希 望 し た 場 合 に の み 認 め ら れ る も の と

 

㈡  当 該 診 察 等 医 科 点 数 表 の 第 １ 章 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ０ の 注

Ａ ０ ０ １ の 注 ５ 及 び 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ２ の 注 ８

歯 科 点 数 表 の 第 １ 章 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ０ の 注 ７ 及 び 注 ８ 並 び に

区 分 番 号 Ａ ０ ０ ２ の 注 ５ 及 び 注 ６ 並 び に 診 療 報 酬 の 算 定 方 法
の

㈡  当 該 診 察 医 科 点 数 表 の 第 １ 章 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ０ の 注

Ａ ０ ０ １ の 注 ５ 及 び 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ２ の 注 ８ 並

び に 歯 科 点 数 表 の 第 １ 章 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ０ の 注 ７ 及 び 注 ８ 並

び に 区 分 番 号 Ａ ０ ０ ２ の 注 ５ 及 び 注 ６ に 規 定 す る 保 険 医 療 機

関 が 表 示 す る 診 療 時 間 以 外 の 時 間 に お け る 診 察 に 係 る 加 算 の



 

 

第 １ 節 区 分 番 号 0
1

の 注 ４ に 規 定 す る 保 険 医 療 機 関 又 は 保 険

薬 局 が 表 示 す る 診 療 時 間 又 は 開 局 時 間 以 外 の 時 間 に お け る 診

察 等 に 係 る 加 算 の 対 象

 

対 象  

五     
十 五  近 視 の 進 行 抑 制 を 効 能 又 は 効 果

等 の び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る

第 十 四 条 第 一 項 又 は 第 十 九 条 の 二 第 一 項 の 承 認

の 二

第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 変 更 の 承 認 を 含

受 け た 者 が 製 造 販 売 し た 当 該 承 認 に 係 る 医 薬 品 の 支 給  

 

㈠  当 該 支 給 患 者 が 当 該 医 薬 品 の 支 給 を 希 望 し た 場 合 に 行

わ れ る も の に 限  

 

㈡  当 該 医 薬 品 の 支 給 に 係 る 費 用 徴 収 そ の 他 必 要 な 事 項 を 当 該

保 険 医 療 機 関 及 び 当 該 保 険 薬 局 内 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 し な

 

 

㈢  原 則 当 該 医 薬 品 の 支 給 に 係 る 費 用 徴 収 そ の 他 必 要

な 事 項 を に 掲 載 し な け れ ば な ら な い も の と す る

 

 

 

第 四  療 担 規 則 第 十 一 条 の 三 第 一 項 及 び 療 担 基 準 第 十 一 条 の 三 の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 報 告 事 項  

第 四  療 担 規 則 第 十 一 条 の 三 第 一 項 及 び 療 担 基 準 第 十 一 条 の 三 の 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 報 告 事 項  

一  健 康 保 険 法 第 六 十 三 条 第 二 項 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す

る に 規 定

す る び 選 定 療 養 第 三 第 十 三 号 及 び

第 十 四 号 に 規 定 す る 療 養 を 除 に 関 す る 事 項  

一  健 康 保 険 法 第 六 十 三 条 第 二 項 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す

る に 規 定

す る び 選 定 療 養 に 関 す る 事 項  

二   二   

 三  歯 科 点 数 表 の 第 ２ 章 第 １ 部 区 分 番 号 Ｂ ０ ０ １― ２ に 掲 げ る 歯

科 衛 生 実 地 指 導 料 に 関 す る 事 項  



 

 

三 ・ 四   

 

四 ・ 五   

 

第 十  厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 注 射 薬 等  第 十  厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 注 射 薬 等  

一   一   
二  投 薬 期 間 に 上 限 が 設 け ら れ て い る 医 薬 品  二  投 薬 期 間 に 上 限 が 設 け ら れ て い る 医 薬 品  

㈠  療 担 規 則 第 二 十 条 第 二 号 ヘ 及 び ト 並 び に 第 二 十 一 条 第 二 号

ヘ 並 び に 療 担 基 準 第 二 十 条 第 三 号 ヘ 及 び ト 並 び に 第 二 十 一 条

第 三 号 ヘ の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 投 薬 量 又 は 投 与 量 が 十 四 日

分 を 限 度 と さ れ る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 並 び に 注 射 薬  

㈠  療 担 規 則 第 二 十 条 第 二 号 ヘ 及 び ト 並 び に 第 二 十 一 条 第 二 号

ヘ 並 び に 療 担 基 準 第 二 十 条 第 三 号 ヘ 及 び ト 並 び に 第 二 十 一 条

第 三 号 ヘ の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 投 薬 量 又 は 投 与 量 が 十 四 日

分 を 限 度 と さ れ る 内 服 薬 及 び 外 用 薬 並 び に 注 射 薬  

イ ・ ロ   イ ・ ロ   

ハ  医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 十 四 条 の 四 第 一 項 第 一

号 に 規 定 す る 新 医 薬 品 使 用 薬 剤 の 薬

へ の 収 載 の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 か ら

起 算 し て が 指 定

厚 生 労 働 大 臣 が 指 定 す る を 経 過 次

に 掲 げ る も の を 除  

ハ  の び 安 全

性 の 確 保 等 に 関 す る

第 十 四 条 の 四 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 新 医 薬 品

使 用 薬 剤 の へ の 収 載 の 日 の

属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 か ら 起 算 し て が

指 定 厚 生 労 働 大 臣 が 指 定 す る

を 経 過 次 に 掲 げ る も の を 除  

  

㈡ ・ ㈢   

 

㈡ ・ ㈢   

 

第 十 二  療 担 基 準 第 二 十 条 第 四 号 ハ の 処 方 箋 の 交 付 に 係 る 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 場 合  

第 十 二  療 担 基 準 第 二 十 条 第 四 号 ハ の 処 方 箋 の 交 付 に 係 る 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 場 合  

一   一   

二  Ｈ Ｉ Ｆ― Ｐ Ｈ は 腹 膜 灌
か ん

流 を 受 け て い る 患

者 の う ち 腎 性 貧 血 状 態 に あ る も の に 対 し て 投 与 さ れ た 場 合 に 限

支 給 を 目 的 と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

 

三  Ｊ Ａ Ｋ 疾 患 の 治 療 の た め に 入 所 前

か ら 投 与 が 継 続 他 の 治 療 薬 で 代 替 不 能 な 場 合 に 限

支 給 を 目 的 と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

 



 

 

四  疾 患 の 治 療 の た め に 入 所 前

か ら 投 与 が 継 続 他 の 治 療 薬 で 代 替 不 能 な 場 合 に 限

支 給 を 目 的 と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

 

五 七   二 四   
八  血 友 病 等 の 患 者 に 使 用 す る 等 の 患 者 に お け る

出 血 傾 向 の 抑 制 の 効 能 又 は 効 果 を 有 す る も の に 限 支 給

を 目 的 と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

五  血 友 病 の 患 者 に 使 用 す る に お け る 出 血 傾

向 の 抑 制 の 効 能 又 は 効 果 を 有 す る も の に 限 支 給 を 目 的

と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

九   六   

十  調 剤 点 数 表 の 第 ４ 節 区 分 番 号 3
0
に 掲 げ る 特 定 保 険 医 療 材 料

の 支 給 を 目 的 と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

七  診 療 報 酬 の 調 剤 点

数 表 の 第 ４ 節 区 分 番 号 3
0
に 掲 げ る 特 定 保 険 医 療

材 料 の 支 給 を 目 的 と す る 処 方 箋 を 交 付 す る 場 合  

十 一 十 六   八 十 三   

 


